
回 覧

この被害予防月間は、年齢や性別にかかわらず、どのような状況に置かれたこども・若

者であっても、性被害に遭ってはならないという認識の下、こども・若者への加害の防止と被

害当事者への支援に向けた継続的な啓発活動の取組を目的としています。

また、子ども・若者の人権尊重のための意識啓発活動や教育の充実を図るために、令和３

年から毎年、広報・啓発に適した入学・進学時期である４月を定めて取り組みを進めています。

この時期は、進学・就職等に伴いこども・若者の生活環境が大きく変わり、被害に遭うリ

スクが高まることが予想され、そこで、国や地方公共団体、関係団体等が連携・協力して、子

ども・若者に対する性犯罪・性暴力の問題に関する取組を一層強化しています。

「ＪＫビジネス」とは、女子高生等を使って、

マッサージ・会話やゲームを楽しませる等の接

客サービスです。こうしたサービスが、性被害

を受ける温床となっていると言われます。

その契約は、大丈夫ですか!？

令和４年度から成年年齢が引き下げられたことで、１８歳になると一人で有効な契約をすることが可能

となり、未成年者取り消しができなくなりました。内容を理解しないままアルバイト契約したことで、アダ

ルトビデオの出演やＪKビジネスのような危険な仕事を強要されるなどの若年層の性暴力被害が深刻化して

います。

性被害・性暴力を根絶し、

こども・若者が安心して

活躍できる社会をつくりましょう！！

４月は「若年層の性暴力被害予防月間」

性被害・性犯罪等でお悩みの方、迷わず別紙相談窓口にお電話を！

お金になるいいバイトがあるよ！

一緒にゲームするだけだよ！

君、カワイイね。映画に
出てみない！？

私にもできそ

う！簡単なア

ルバイトね！




